
４月１９日（火）３校時，地震が発 ５月１０日（金）多くの方の参加のもと，令和元年度の岡前小学校Ｐ

生した時に備えて，避難訓練を実施し ＴＡ総会が開催されました。

ました。最初頭を守るために机の下に 校長先生の学校経営方針の説明の後，平成３０年度の会務・決算・監査

令和元年５月３１日２号 隠れた後，「お：押さない，か：駆けな 報告，令和元年度の活動方針・活動計画・予算案の承認を行いました。

い，し：しゃべらない，も：戻らない」に注意して，校庭に避難しました。 その後，各専門部に分かれて，専門部の活動内容や連絡方法の確認を行

奄美大島近海でも５／２３に M4.0 最大震度２の地震が発生していま ったところです。

す。岡前小学校は標高が４０ m と高く，津波が起きても安全な避難場所 令和元年度から活動方針では，ＰＴＡ共通実践事項の継続的な取組やＰ

となっています。いざという時に，今回のように慌てずに練習通り行動し ＴＡへの参画意識の高揚，学級ＰＴＡ活動の内容の充実と参加率アップ，

てほしいと思います。 中学校との連携を図っていくことなどが基本的な立場として説明させてい

ただきました。

また，令和元年度ＰＴＡ役員として，下記の方々が信認されました。

５月１１日（土）３校時に地震や台 今年１年間よろしくお願いします。

風接近などにより児童だけでの下校が 会 長 昇 健児 総務部長 辻原 由美

危ぶまれる事態に備えて，児童引き渡 副会長 吉田 武久 生活指導部長 秋窪加奈子

し訓練を実施しました。 副会長 峰岡 勝巳 保健体育部長 宮村 英伸

当日は，全児童が体育館に避難し，保護者の迎えを待ちました。そして， 副会長 廣田 明子 環境整備部長 宮田 正行

迎えに来られた保護者を引き渡しカードにより確認した上で，車で一緒に 副会長 廣田 鉄也（分校会長） 研修部長 川口 政樹

帰ってもらいました。今年で２回目の訓練となりますが，少しずつスムー 副会長 川原 典明 １年学級委員長 稲 美佳

ズになってきているところです。 書 記 前田 兼俊 ２年学級委員長 太村 智史

会 計 福元 幸四郎 ３年学級委員長 前川くるみ

監 事 福林 洋久 ４年学級委員長 福 紀子

４月２５日（木）交通安全教室を実 監 事 宮村 英伸 ５年学級委員長 上岡りか子

施しました。当日は雨天のため，体育 監 事 髙 芳征 ６年学級委員長 峰岡あかね

館で，５校時に下学年が道路に潜む危 顧 問 古田 良成

険性，横断歩道の渡り方，６校時に上

学年が自転車の点検方法や乗り方につ

いて学びました。自転車に乗るにはヘ

ルメットが義務づけられています，各

家庭での準備をお願いします。

全国的に暴走車に巻き込まれる痛ましい事故が多発しています。今回学

んだことを日頃の生活の中で実践し，今年は一年間事故なく安全に過ごし

てほしいと思います。

５月９日（木）３校時に子ども１１０番の家駆

け込み訓練を実施しました。訓練では，下校中に

不審者から声をかけられた時の対応の仕方，子ど

も１１０番の家へ駆け込んでからの状況の報告の

仕方を学びました。

５月下旬，北中学校付近で朝の立哨に立ってい

らっしゃった方が，１年生に声をかけてください

ました。しかし，胸の名前を確認しようと手を伸

ばされたところ，１年生は面識がなく，連れ去ら

れると思い，怖くなって走って逃げて，学校です

ぐ担任に詳細を話すということがありました。声

をかけてくださった方には申し訳ありませんが，

訓練の成果か見られた事案でした。これからも，いざという時，自分で判

断し，自分の命は自分で守る行動を実践していってほしいと思います。

６月の主な行事予定
２日（日）日曜参観

３日（月）振替休日

７日（金）町校外生活指導連絡協議会総会（本校）

８日（土）第１回北中学校体験入学

PTA合同ミニバレーボール大会・懇親会
１６日（日）思いやりクリーン作戦の日

トライアスロン前奉仕作業

１７日（月）５年宿泊学習（～２０日）

１８日（火）PTA役員会
２１日（金）５年休養措置

２２日（土）キッズトライアスロン

２３日（日）第３２回トライアスロン in徳之島
２４日（月）トライアスロン選手との交流会

２７日（木）１日交流学習（与名間小児童）

７月の主な行事予定

１日（月）創立記念の式・相撲大会

４日（木）PTA全体会・学級 PTA
８日（月）地域子ども会

１３日（土）町小学校合同水泳学習会

１６日（火）着衣水泳

１９日（金）１学期終業式

新学期が始まり，約２か月が過ぎようとしています。修学旅行や一日

遠足，各種健康診断，PTA総会等いろいろな行事も無事終わり，どの学
年もじっくり学習に取り組む様子が見られます。１年生も学校生活に慣

れて，勉強も給食も休み時間もとっても楽しそうです。この子どもたち

の更なる成長を願い，安心安全で落ち着いた学校生活が送れるよう職員

が一丸となって取り組んでまいります。

家庭教育について思うこと

さて，いつもは学校での取組や子どもたちの様子を紹介していますが，

今回は家庭での教育について考えてみます。理想の家庭教育は，「常に

子どもを中心に置き，何があっても子どもが最優先で，子どもの将来の

ために今親としてできることは何かを考え，最大限努力し実践するこ

と。」です。しかし，日常生活の中で常にこのことを実践するのは，も

のすごくハードルが高くかなり難しいですよね。そこで，「最低限これ

だけは」と思うことをお伝えします。それは，親としての「優しさ」と

は？です。「優しさ」とは，将来子どもたちが社会に出たとき，自分自

身の力で生き抜くことを考えて，子どもの成長のために必要な行為です。

よく例えられるのが，店で「買って！」とせがむ子どもに，泣きわめこ

うが，地面に転がってだだをこねようが「わがままは絶対通りません。

ダメなものはダメ！」と，きちんと子どもに話して，そのことを最後ま

で押し通すことができるかどうか？です。ここで大切なことは，「泣く

な，わめくな，だだをこねるな！」と大きな声で怒鳴り散らすのでは無

く，厳しい態度で「あなたのわがままは，今も，これからも絶対に通り

ません！」と子どもに納得させることです。これが本当の「優しさ」だ

と思います。この場面で，周りの目が気になるとか，めんどうくさいな

ど色々な理由で子どもに根負けし欲しいものを買ってあげると，子ども

は「だだをこねればわがままが通る」と学習してしまします。これが「甘

やかせる」ことです。これは幼少期だけの話ではありません。相手が高

校生でも，家庭内や学校，地域のルールや約束が守れなかったとき，将

来に悪影響を与えると判断したなら厳しく叱る，これが親としての「優

しさ」だと思います。真の「優しさ」で子どもたち一人一人を支えてほ

しいと願っています。

２つ目の「優しさ」は，ほめることです。人は誰でも「認められたい」

という願いをもっています。そして，私たちの行動の多くは「自分を認

めて欲しい（褒めて欲しい）」という動機から出ています。「ほめる」こ

とによって，子どもたちは次のようなことができるようになります。①

自分が認められたことにより，「自分は大切な存在」「自分は価値ある存

在」だと心の底から思えるようになり，何事も前向きに取り組むことが

できる。②自分が認められたことにより，他者を認めることができる。

③認められたことにより，人や社会に対する信頼感をもつことができる。

このような自己肯定感，自己有用感は，子どもたちにとって，これから

の社会に前向きに生きるための土台となるのです。

昔から変わらず伝えられてきた「３つしかって７つほめよ」，そこに

込められた意味をしっかりと受け止め，ご家庭でも是非実践してほしい

と思います。


